
政
令
第
四
十
六
号

国
勢
調
査
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
六
条
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
並
び
に
第
二
号
ニ
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
ニ
を
削
り
、
ホ
を
ニ
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
調
査
年
の
九
月
十
四
日
か
ら
十
月
二
十
日
ま
で
の
」
に
、
「
当
該
各
号
に

定
め
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

国
勢
調
査
員
又
は
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
五
項
の
事
務
の
一
部
を
行
う
国
勢
調
査
指
導
員
（
以
下
「
国

勢
調
査
員
等
」
と
い
う
。
）
が
識
別
符
号
を
記
載
し
た
書
類
を
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び
総
務
大
臣
が
世
帯
員
又
は
世

帯
主
若
し
く
は
世
帯
の
代
表
者
に
準
ず
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
識
別
符
号
を
用
い
て
送
信
さ
れ
た
調
査
事
項
に
係
る
情
報
を
総
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
お
い
て
受
信
す
る
方
法



二

国
勢
調
査
員
等
が
調
査
票
を
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び
当
該
調
査
年
の
十
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
内

に
お
い
て
取
集
す
る
方
法

三

国
勢
調
査
員
等
が
調
査
票
を
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び
当
該
調
査
年
の
十
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
内

に
お
い
て
総
務
大
臣
が
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三

条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
次
条
第
三
項
第
三
号
に

お
い
て
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
調
査
票
の
提
出
を
受
け
る
方
法

第
九
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
掲
げ
る
期
間
」
を
「
規
定
す
る
期
間
」
に
改

め
る
。

第
十
条
第
三
項
第
一
号
中
「
定
め
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
前
条
第

一
項
第
二
号
」
に
、
「
ホ
」
を
「
ニ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
に

、
「
ホ
」
を
「
ニ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
同
項
に
規
定
す
る
」



を
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
九
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
」

に
、
「
前
条
各
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
調
査
の
期
間
等
」
と
い
う
。
）
」

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
調
査
の
期
間
等
」
を
「
第
九
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
規
定
す
る
期
間
又
は
前
条
各
項
の
期
限
（
次
項
に
お
い
て
「
調
査
の
期
間
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
第
四
項
の
表
第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
、
第
十
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
一
条
第
二

項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

近
年
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
対
応
し
、
国
勢
調
査
の
調
査
事
項
の
一
部
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
各
種
の
方

法
に
よ
る
調
査
を
同
一
の
期
間
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




